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福岡労働局ホームページ（加入手続き案内ページ）はこちら▶▶▶ 

労働保険の加入           福岡労働局内ホームページ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労災保険とは･･･ 

労働者が業務上又は通勤途中の災害により負傷、疾病、障害又は死亡した場合、被災労働者及び 

その遺族に対して保険給付を行うほか、労働者の福祉に必要な援助を行うことを目的とした制度です。 

アルバイト・パートタイマーを含め、事業主に使用される労働者はすべて、本人が希望する
しないにかかわらず適用され、労災保険の給付の対象となります。 

【労災保険給付の種類】 

労働保険料の負担は･･･ 

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率（労災保険率＋雇用保険率）を乗じて得た額です。 

そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。 

労災保険率 事業の種類により保険率 2.5／1000から 88／1000 までに分かれています。 

雇用保険率 雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。 
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業務災害・通勤災害による傷病等 定期健康診断等の異常の所見 

療養(補償)給付 

療養の給付 
労災指定医療

機関等で療養

を受けるとき 

 

療養の費用 
労災指定医療

機関等以外で

療養を受ける

とき 

 

休業(補償)給付 

傷病の療養の
ため労働する
ことができず、
賃金を受けら
れないとき 

傷病(補償)年金 
 

療養開始後１

年６か月たっ

ても傷病が治

っておらず障

害の程度が傷

病等級に該当

するとき 

二次健康診断等給付 

事業場が実施する定期

健康診断等の結果、脳・

心臓疾患に関連する一

定の項目（血圧、血糖、

血中脂質、肥満）の全て

について異常の所見が

あると認められたとき 

障害(補償)給付 

年 金 
傷病が治って障

害等級第１級か

ら７級までに該

当する身体障害

が残ったとき 

一 時 金 
傷病が治って

障害等級第８

級から１４級

までに該当す

る身体障害が

残ったとき 

 

介護（補償）給付 

障害（補償）年金又は傷病

（補償）年金の一定の障

害により、現に介護を受

けているとき 

遺族(補償)給付 

年金 
労 働 者 が

死亡し、遺

族(補償)年

金 を 受 け

る こ と が

で き る 遺

族 が い る

とき 

一時金 
労働者が

死亡し、遺

族(補償)

年金を受

けること

ができる

遺族がい

ないとき 

 

葬祭料等 
(葬祭給付) 

労働者が死

亡したとき 

負傷・疾病 

治ゆ 
(症状固定) 

死亡 

死亡 

死亡 

年度

事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
１５.５／１０００ ９.５／１０００ ６／１０００

１８.５／１０００ １１.５／１０００ ７／１０００建設の事業

令和５年度以降

１７.５／１０００ １０.５／１０００ ７／１０００

一般の事業
農林水産・清酒製造

の事業



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

   

  

  

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

被保険者であった １０年以上

離職時の年齢 期間 ２０年未満

９０日 １２０日 １５０日

１０年未満 ２０年以上

６５歳未満

被保険者であった １年以上 　５年以上 １０年以上

離職時の年齢 期間 ５年未満 １０年未満 ２０年未満

９０日 １２０日 １８０日 ー

１２０日 １８０日 ２１０日 ２４０日

１５０日 １８０日 ２４０日 ２７０日

１８０日 ２４０日 ２７０日 ３３０日

１５０日 １８０日 ２１０日 ２４０日

２０年以上

９０日

1年未満

３０歳未満

３０歳以上３５歳未満

３５歳以上４５歳未満

４５歳以上６０歳未満

６０歳以上６５歳未満

被保険者であった

離職時の年齢 期間

３００日

３６０日

1年未満

４５歳未満

４５歳以上６５歳未満

1年以上

１５０日

１年未満 １年以上

３０日分 ５０日分

被保険者であった期間

高年齢求職者給付の額

雇用保険とは･･･ 

所定給付日数 
➀➀契約期間満了、定年退職、自己の意思で離職した方(⓶及び③以外の全ての離職者) 

契約期間満了、定年退職、自己の意思で離職➀契約期間満了、定年退職、自己の意思で離職

した方(⓶及び③以外の全ての離職者)した方(⓶及び③以外の全ての離職者) 

②倒産・解雇、一定の要件を満たす雇止め等で離職された方(③を除く) 

  
被保険者であっ

た 1 年未満 

１年以上  ５年以上 １０年以上 

２０年以上 

離職時の年齢 期間 ５年未満 １０年未満 ２０年未満 

３０歳未満 

９０日 

９０日 １２０日 １８０日 ー 

３０歳以上３５歳未満 １２０日 １８０日 ２１０日 ２４０日 

３５歳以上４５歳未満 １５０日 １８０日 ２４０日 ２７０日 

４５歳以上６０歳未満 １８０日 ２４０日 ２７０日 ３３０日 

６０歳以上６５歳未満 １５０日 １８０日 ２１０日 ２４０日 

 

③障害者等の就職が困難な方(ご本人からの申し出が必要となります) 

 

「１年未満」欄は、②に該当する理由またはその他やむを得ない理由により離職された方のみ適用されます。 

※平成２９年１月１日より、６５歳以上の労働者についても｢高年齢被保険者｣として雇用保険の適用の対象となりました。

離職した場合、支給要件を満たすごとに高年齢求職者給付金が支給(年金と併給可)されます。 

離職前１年間に雇用保険に加入していた期間が通算して６か月以上(賃金支払いの基礎となった日数が１１日以上 

ある月、又は、賃金支払の基礎となった労働時間数が８０時間以上ある月を１か月と計算)あることが必要です。 

高年齢求職者給付(一時金) 
 
 
 
 
 
 

 基本手当を受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から１年間です。この期間を過ぎると、たとえ
所定の給付日数の支給を受け終わっていなくても、その後の基本手当は支給されません。 
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一定の要件を満たす６０歳以上６５歳未満の被保険者で、原則として、６０歳時点に比べて賃金が７５％未

満に低下した状態で働き続けている方に対して支給される給付であり、高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、

６５歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的としています。 

各給付の受給資格・支給要件等、詳しくはハローワークへお問い合わせください。 

在職中の方には 

-3- 

◆高年齢雇用継続給付 

◆育児休業給付 
原則として１歳未満の子を養育するための育児休業を取得した被保険者であって一定の要件を満たす方に対

して支給される給付であり、労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助・促進する

ことを目的としています。 

◆介護休業給付 
配偶者、父母などの対象家族の介護休業を取得した被保険者であって一定の要件を満たす方に対して支給さ

れる給付であり、労働者が介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することを目的

としています。 

◆教育訓練給付 
働く方の主体的な能力開発の取り組みまたは中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進

を図ることを目的とした制度です。 

一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者等)が、厚生労

働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合に支給されます。 

なお、｢一般教育訓練給付｣、｢特定一般教育訓練給付｣と｢専門実践教育訓練給付｣があり、支給要件・支給額

は異なります。 

事業主の方には 

労働者の雇用の安定等に役立てるため、事業主に対して各種助成金の支給があります。 

◆特定求職者雇用開発助成金 
特定求職者雇用開発助成金は、｢障害者｣、｢６０歳以上の高齢者｣、「母子家庭の母等」、「父子家庭の父」等

の就職困難者、ハローワークや自治体において３か月を超えて支援を受けている「生活保護受給者」及び「生

活困窮者」、「十分なキャリア形成がなされず、正規労働者としての就労が困難な方」をハローワークまたは民

間の職業紹介事業者等(条件あり)の紹介により、継続して雇用する労働者として(就職氷河期世代安定雇用実

現コースの場合は正規雇用労働者として)雇い入れた事業主に対して、賃金の一部に相当する額を支給する制

度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、｢一般教育訓練給付｣、｢特定一般教育訓練給付｣と｢専門実践教育訓練給付｣があり、支給要件・支給額

は異なります。 

◆トライアル雇用助成金(一般・障害者・障害者短時間) 
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(条件あり)の紹介により、職業経験、技能、知識の不足等から

安定的な就職が困難な求職者や、就職が困難な障害者を原則３か月間の有期雇用契約で雇用し、その間に労働

者の適性や業務遂行可能性を見極めていただき、労働者および事業主の相互理解を促進すること等を通じて早

期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 

事業主に対して、対象労働者１人につき最大月額 40,000 円(※対象者が母子家庭の母又は父子家庭の父の

場合は、最大月額 50,000 円、精神障害者に対し障害者トライアル雇用を実施した場合は、最大月額 80,000

円）が最長 3 か月分(精神障害者は最長 6 か月分(３か月×最大月額 80,000 円、3 か月×最大月額 40,000

円))支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

助成金等を受給するためには、一定の支給要件を満たすことが必要です。 

また、これらの助成金以外にも各種の助成制度がありますので、福岡労働局 HP をご参照ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

加入手続は 事業主が手続を行う場合は次のとおりです。 

下記以外の

事業 

建設 

農林水産業 

地方公務の

事業 

手
続
完
了 

労
災
・
雇
用
保
険 

 

手
続
完
了 

労
災
保
険 

 

手
続
完
了 

雇
用
保
険 

※手続の際に用意するも
のは、所轄の監督署・
安定所でおたずねくだ
さい。(P5 参照) 

監督署・安定所へ

それぞれに提出 

年度更新の手続は、毎年６月１日から７月１０日までの間に 

行わなければなりません。 
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